
1月16日 14:40-16:10

講演タイトル

2025年

木

第10回

主催 豊橋技術科学大学 総合教育院

事前の申し込みは不要です。直接会場（A2-301）にお越しください。

お問い合わせ先：liberalarts_tut@las.tut.ac.jp

無料・A2-301教室

メタバースと著作権
講演者：蔡 万里 (豊橋技術科学大学准教授)

質疑応答

近年、VR（仮想現実）やAR（拡張現実）等の仮想空間に関する
技術の発展や、ネットワーク上のコミュニケーション機会の増
大等を背景として、コンピュータの中に構築される三次元のデ
ジタル空間、いわゆるメタバースの利活用が世界範囲で急速に
拡大しています。一方、デジタル空間とフィジカル空間を交錯
する仮想オブジェクトの取扱いに関わる著作権の侵害や、アバ
ターの肖像、声等の取扱いに関わる人格権の侵害等の法的リス
クも伴っています。皆が楽しめる安全・安心なメタバースを実
現するため、メタバースと著作権についてお話します。

【講演者プロフィール】
2009年（中国）清華大学法学院修士課程修了、2010年来日。2015年3月早稲田大学大学院法
学研究科博士後期課程修了、博士（法学）取得。2015年10月より豊橋技術科学大学総合教育
院専任講師を経て、2019年4月より現職。早稲田大学知的財産法制研究所（RCLIP）招聘研究員
（2015年4月より）。専門分野は知的財産法。
パテント誌（日本弁理士会）、日本知財学会誌、知財管理誌（日本知的財産協会）、
年報知的財産法（日本評論社）等に論文多数発表。
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